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第３次健康日本２１かりや計画（案） 

パブリックコメントの結果について 

 

１ 実施状況 

 （１）募集期間    令和６年１２月２日（月）～令和７年１月６日（月） 

 （２）意見の件数   ７件（２人） 

（３）提出方法の内訳 ＦＡＸ：３件（１人）、電子申請：４件（１人） 

 

２ 内容別意見の件数 

第１章 計画の策定にあたって  ０件 

第２章 刈谷市の健康をめぐる状況  ０件 

第３章 計画の基本的な考え方  １件 

第４章 健康増進に向けた取組の内容  ６件 

第５章 市民が主体的に取り組む健康づくり  ０件 

第６章 計画の推進に向けて ０件 

その他  ０件 

 

３ 意見の概要と市の考え方 

◆第３章 

番号 意  見 市の考え方 

１  23 ページに「ＳＤＧｓとの整合性」と

して、３つのゴール（２，３，17）が記

載されているが、分野ごとに該当するＳ

ＤＧｓのアイコンを記載してはどうか。 

 ＳＤＧｓの 17 のゴールのうち、本

計画とかかわりが深いものは３つあ

りますが、各ゴールが計画全体または

複数の分野にかかっていることを踏

まえ、分野ごとの記載ではなく、「第

３章 計画の基本的な考え方におい

て」に、項目（「２．ＳＤＧｓとの整

合性」）を設けて記載をすることとい

たしました。  

◆第４章 

番号 意  見 市の考え方 

２  「フレイル」や「オーラルフレイル」

についての取り組みの記載はあるが、

「アイフレイル」について触れられてい

ないため、目についても何か取り組んで

はどうか。 

 基本理念及び計画の全体目標の実

現に向けたご意見として、今後の取組

の参考とさせていただきます。 
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番号 意  見 市の考え方 

３  市民健康講座の食生活に関するもの

や市民だよりの健康レシピ掲載がない

のは何か理由があるのか。また、食育に

ついても、年１回でよいので特集記事の

掲載や講座の開催をしてほしい。 

『食』の大切さについては、29 ペ

ージ、基本方針２「１．栄養・食生活」

に記載をしております。また、『食育』

については、平成２２年度に「刈谷市

食育推進計画」を策定以降、市民だよ

りへの特集記事等の掲載や各種講座

等を開催するなど施策を計画的に推

進しております。 

４ 「ソーシャル・キャピタルの醸成」の

方向性は、本計画の施策だけでなく、地

域福祉計画にもぜひ取り入れ、「街の居

場所づくり」を様々なステークホルダー

で支えるようなエリアネットワークづ

くりをして欲しい。 

健康の実現には、個人の取組に加え

て、社会環境も重要であるといわれて

います。本計画においては、国の基本

的な方針や推進委員会でのご意見も

踏まえ、地域における居場所づくりの

推進や市民活動等への支援などの社

会環境の整備が重要であるとの認識

のもと、ソーシャル・キャピタルの醸

成を図り、心身ともに健康的な暮らし

ができるような取組を進めてまいり

ます。  

５ ２０２２年１０月に施行された労働

者協同組合法に基づく労働者協同組合

を活用し、地域に潜在している管理栄養

士や栄養士で協同組合を立ち上げ、地域

の担い手不足解消や地域で市の取り組

みを推進する役割を担ってもらっては

どうか。 

現時点で、本計画において労働者協

同組合法に基づく労働者協同組合を

活用した施策については考えており

ません。しかしながら、地域の潜在的

人材の掘り起こしや活用は、ソーシャ

ル・キャピタルの醸成に寄与するもの

と思いますので、今後の取組の参考と

させていただきます。 
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番号 意  見 市の考え方 

６ 大きな公園だけでなく、小さい公園ほ

ど、健康遊具があるとウォーキングしな

がら、関われるようになると思うので、

積極的に進めて欲しい。また、「賑わい」

をテーマにした公園づくりだけでなく、

市民の憩いや精神的なリフレッシュの

ために、市民の意見を取り入れて運営し

て欲しい。 

本計画では、全体目標である「健康

寿命の延伸」を目指して、年代や性別、

障害の有無などにかかわらず、市民の

誰もが気軽に健康づくりに取り組め

るよう、「自然に健康になれる環境づ

くりを進める」を個別目標として設定

しております。 

この目標達成に向けて、指標である

ウォーキングコースやインクルーシ

ブ遊具の設置をはじめ、新たに整備す

る身近な公園において、市民の意見を

反映して健康遊具を設置するなど、公

園施設の充実に取り組んでまいりま

す。  

７ 食品安全基本法、食育基本法の理念に

沿った施策をお願いしたい。 

本計画は、健康増進法に基づく市町

村健康増進計画として位置づけてお

りますが、関連計画として食育基本法

に基づく「第２次刈谷市食育推進計

画」との整合を図っています。 

また、『食』の大切さについては、

29 ページ、基本方針２「１．栄養・

食生活」に記載をしております。 

 


